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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学系を介して被写体を撮像して画像を生成する撮像手段と、
　前記撮像手段に対して前記撮像手段の水平方向と略平行な第一の軸を中心に回動可能に
支持され、前記撮像手段に撮像した画像を表示する表示手段であって、
　前記表示手段の表示面が前記撮像手段の撮像方向を向いている基準の角度から前記第一
の軸を中心に１８０度回転すると、前記表示面は前記被写体から視認できなくなる表示手
段と、
　前記画像の画角情報を取得する取得手段と、
　前記表示手段が基準の角度から前記第一の軸を中心に１８０度回転している場合には、
前記画像を第１の状態で表示し、
　前記表示手段が前記基準の角度である場合には、前記表示面に表示する前記画像を前記
第１の状態から上下に反転した第２の状態で表示するように制御する制御手段であって、
　前記取得手段によって取得される画角が第１の画角である場合には、前記表示手段が前
記基準の角度から、１８０度よりも小さい第１の角度、前記第一の軸を中心に回転したこ
とに応じて、前記画像を前記第２の状態から前記第１の状態で表示するようにし、
　前記取得手段によって取得される画角が前記第１の画角よりも広い画角である第２の画
角である場合には、前記表示手段が前記基準の角度から、前記第１の角度、前記第一の軸
を中心に回転しても前記第２の状態で表示したままにし、前記表示手段が前記基準の角度
から、１８０度よりも小さいが前記第１の角度よりも大きな第２の角度、前記第一の軸を
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中心に回転したことに応じて、前記画像を前記第２の状態から前記第１の状態で表示する
ように制御する制御手段とを有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記取得手段によって取得される画角が前記第２の画角よりもさらに
広い第３の画角である場合には、前記表示手段が前記基準の角度から、前記第２の角度、
前記第一の軸を中心に回転しても前記第２の状態で表示したままにし、１８０度よりも小
さいが前記第２の角度よりもさらに大きな第３の角度、前記第一の軸を中心に回転したこ
とに応じて、前記画像を前記第２の状態から前記第１の状態で表示するように制御するこ
とを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記撮像装置は、複数の焦点距離の異なるレンズを装着可能であり、
　前記取得手段は、装着されたレンズから前記画像の画角情報を取得することを特徴とす
る請求項１又は２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記表示手段は、前記撮像手段の垂直方向と略平行な第２の回動軸を中心に回動可能で
あって、前記表示手段が前記撮像装置に対して収納されている位置から前記第２の回転軸
を中心として１８０度回転が可能であり、
　前記制御手段は、前記表示手段が前記撮像装置に対して収納されている位置から前記第
２の回転軸を中心として１８０度回転された際に、
　前記取得手段によって取得される画角が前記第１の画角である場合には、前記表示手段
が前記基準の角度から、前記第１の角度、前記第一の軸を中心に回転したことに応じて、
前記画像を前記第２の状態から前記第１の状態で表示するようにし、
　前記取得手段によって取得される画角が前記第２の画角である場合には、前記表示手段
が前記基準の角度から、前記第１の角度、前記第一の軸を中心に回転しても前記第２の状
態で表示したままにし、前記表示手段が前記基準の角度から、前記第２の角度、前記第一
の軸を中心に回転したことに応じて、前記画像を前記第２の状態から前記第１の状態で表
示するように制御することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の撮像装
置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記取得手段により取得される画角が前記第１の画角よりも小さい第
３の画角である場合には、前記表示手段が前記第一の軸に対して前記基準の角度であって
も、前記画像を前記第１の状態で表示するように制御することを特徴とする請求項１ない
し３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　光学系を介して被写体を撮像して画像を生成する撮像手段と、
　前記撮像手段に対して前記撮像手段の水平方向と略平行な第一の軸を中心に回動可能に
支持され、前記撮像手段に撮像した画像を表示する表示手段とであって、
　前記表示手段の表示面が前記撮像手段の撮像方向を向いている基準の角度から前記第一
の軸を中心に１８０度回転すると、前記表示面は前記被写体から視認できなくなる表示手
段とを有する撮像装置の制御方法であって、
　前記画像の画角情報を取得する取得ステップと、
　前記表示手段が基準の角度から前記第一の軸を中心に１８０度回転している場合には、
前記画像を第１の状態で表示し、
　前記表示手段が前記基準の角度である場合には、前記表示面に表示する前記画像を前記
第１の状態から上下に反転した第２の状態で表示するように制御する制御ステップであっ
て、
　前記取得ステップにおいて取得される画角が第１の画角である場合には、前記表示手段
が前記基準の角度から、１８０度よりも小さい第１の角度、前記第一の軸を中心に回転し
たことに応じて、前記画像を前記第２の状態から前記第１の状態で表示するようにし、
　前記取得ステップにおいて取得される画角が前記第１の画角よりも広い画角である第２
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の画角である場合には、前記表示手段が前記基準の角度から、前記第１の角度、前記第一
の軸を中心に回転しても前記第２の状態で表示したままにし、前記表示手段が前記基準の
角度から、１８０度よりも小さいが前記第１の角度よりも大きな第２の角度、前記第一の
軸を中心に回転したことに応じて、前記画像を前記第２の状態から前記第１の状態で表示
するように制御する制御ステップとを有することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項７】
　コンピュータを、請求項１乃至５のいずれか１項に記載された撮像装置の各手段として
機能させるためのプログラム。
【請求項８】
　コンピュータを、請求項１乃至５のいずれか１項に記載された撮像装置の各手段として
機能させるためのプログラムを格納したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関し、特に可動式の表示部を備えた撮像装置に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像装置やビデオカメラなどの撮像装置において、機器本体に対して開閉、回転
可能な表示部を有するものが知られている。このような撮像装置においては表示部の開閉
、回転の状態に応じて表示部に表示される画像の上下及び左右の反転や点灯／消灯の切り
替えが行われる。
【０００３】
　例えば、表示部を撮像装置の正面方向（被写体側）に向けた場合、表示部は鏡像出力と
なり、撮影者が自身の写り具合等を鏡の要領で確認しながら撮影可能な、いわゆる自分撮
り撮影状態となる。
【０００４】
　特許文献１では撮影者が自分撮りを行うために表示部を所定の方向に向けた事を検出し
た場合、ズーム機能を自動的に広角端に設定して自分撮りに適したズーム状態に制御し、
フォーカス位置やモードを自分撮りに好適な設定にする構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－１１７６５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述の特許文献に開示された従来技術では、表示部が完全に正面（被写
体側）を向いた際に、レンズ画角を最広角側に設定した状態のみが最適な自分撮りである
と考えた上での制御となっている。
【０００７】
　これに対して、自分撮りの構図において、自分が綺麗に撮れる角度として斜め上を見上
げるような状態による撮影方法も昨今広く知られている。画角に関してもレンズの歪曲収
差や広角歪みを考慮すると最広角が自分撮りに適した画角になるとは限らない。そのため
、表示部の向きが真正面を向いているか否かのみで自分撮りや通常撮影を判別すると、自
分撮りしたいときに通常撮影用の表示になったり、通常撮影時に鏡像表示になったりと、
撮影時のユーザビリティが損なわれてしまう可能性がある。また、レンズ交換が可能なカ
メラにおいては最短撮影距離から明らかに自分撮りを行う可能性の低い望遠レンズが装着
される事もある。常に自分撮り撮影の自由度を優先した制御を行うと、自分撮り以外の通
常撮影をしたい場合にも関わらず、自分撮り用の設定になってしまう可能性もある。
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【０００８】
　そこで、本発明の目的は、撮影画角と回動角度に基づき表示方向を変更し、撮影時の構
図の自由度とユーザビリティを向上させることが可能な手段を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の撮像装置は、
　光学系を介して被写体を撮像して画像を生成する撮像手段と、前記撮像手段に対して前
記撮像手段の水平方向と略平行な第一の軸を中心に回動可能に支持され、前記撮像手段に
撮像した画像を表示する表示手段であって、前記表示手段の表示面が前記撮像手段の撮像
方向を向いている基準の角度から前記第一の軸を中心に１８０度回転すると、前記表示面
は前記被写体から視認できなくなる表示手段と、前記画像の画角情報を取得する取得手段
と、前記表示手段が基準の角度から前記第一の軸を中心に１８０度回転している場合には
、前記画像を第１の状態で表示し、前記表示手段が前記基準の角度である場合には、前記
表示面に表示する前記画像を前記第１の状態から上下に反転した第２の状態で表示するよ
うに制御する制御手段であって、前記取得手段によって取得される画角が第１の画角であ
る場合には、前記表示手段が前記基準の角度から、１８０度よりも小さい第１の角度、前
記第一の軸を中心に回転したことに応じて、前記画像を前記第２の状態から前記第１の状
態で表示するようにし、前記取得手段によって取得される画角が前記第１の画角よりも広
い画角である第２の画角である場合には、前記表示手段が前記基準の角度から、前記第１
の角度、前記第一の軸を中心に回転しても前記第２の状態で表示したままにし、前記表示
手段が前記基準の角度から、１８０度よりも小さいが前記第１の角度よりも大きな第２の
角度、前記第一の軸を中心に回転したことに応じて、前記画像を前記第２の状態から前記
第１の状態で表示するように制御する制御手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、撮影画角と回動角度に基づき表示方向を変更することで、撮影時の構
図の自由度とユーザビリティを向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る撮像装置の全体構成の例を示す斜視図
【図２】本発明の実施形態に係る表示部の可動範囲の例を説明する図
【図３】本発明の実施形態に係る表示部の回動状態の例を示す斜視図
【図４】本発明の実施形態に係る表示部の表示状態の例を示す図
【図５】本発明の実施形態に係る撮像装置の構成例を示すブロック図
【図６】本発明の実施形態に係る表示部の回動状態と表示状態との関係の例を示す図
【図７】本発明の実施形態に係る表示切替の処理を示すフローチャート
【図８】本発明の実施形態に係る交換式レンズユニットの一例を示す図
【図９】本発明の実施形態に係るレンズ焦点距離と回転角度閾値の関係の例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明の好ましい実施形態の一例を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。
なお、本実施形態では、電子機器の例として、撮像装置であるデジタルカメラを用いる場
合について説明するが、本発明はこれに限定されない。　図１は、本発明の実施形態に係
る撮像装置の全体構成の例を示す斜視図である。（ａ）は撮像装置を正面側（被写体側）
から見た斜視図、（ｂ）は（ａ）に示す撮像装置を背面側から見た斜視図である。（ｃ）
は、（ｂ）に示す撮像装置の表示部を開いた状態の例を示す斜視図である。本実施形態に
係る撮像装置１００は、正面にレンズユニットが着脱可能であり、背面には開閉及び回転
可能な表示部３０が構成されている。
【００１３】
　図１（ａ）において、マウント部１０は、撮像装置１００の正面側に設けられており、
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マウント部１０を介して不図示の交換式のレンズユニット（光学系）が撮像装置１００と
通信可能に装着される。レンズユニット（光学系）が装着された状態で、撮像装置１００
内部の不図示の撮像素子がレンズユニットから入射した光を撮像し、被写体の画像データ
を生成するとともに記録や表示を行う。マウント部１０の内部には、クイックリターンミ
ラー２１及び通信端子１１が設けられる。
【００１４】
　通信端子１１は、本発明の実施形態に係る通信手段の一例に相当し、通信端子１１を介
して撮像装置１００とレンズユニットとの間でレンズ種類やレンズの設定情報（ズーム状
態や手ぶれ補正機能のオン／オフ等）の情報が通信できる。
【００１５】
　撮像装置１００を正面側から見てマウント部１０の左側には、グリップ部２０が設けら
れ、グリップ部２０の上部には、レリーズボタン７０が設けられている。レリーズボタン
７０を押下することで、撮像（記録）の指示が可能である。
【００１６】
　また、撮像装置１００を正面側から見て右側の側部には、端子カバー２２が開閉可能に
設けられている。
【００１７】
　図１（ｂ）において、撮像装置１００の上面部には、モードダイアル７２、メイン電子
ダイアル７１、及び電源ボタン７３等が設けられている。以上のダイアル、ボタン等は、
ユーザが撮像装置１００に対して、撮像（記録）や再生、設定等の指示を生成するための
部材である。例えば、ＬＶレバー７４は、静止画撮影モードと動画撮影モードの切り替え
を行うためのレバーである。ＬＶボタン７５は、静止画撮影モードにおいてライブビュー
のオン／オフを切り替えるボタンであり、動画撮影モードにおいては、動画撮影（記録）
の開始／停止の指示に用いられる。
【００１８】
　また、背面部にはさらに、接眼ファインダ２３等が設けられている。
【００１９】
　図１（ｂ）及び図１（ｃ）に示すように、撮像装置１００の背面部には、ＬＣＤ等の表
示パネル３１（表示面）を有する表示部３０が設けられている。表示部３０は、撮像装置
１００に対して、ヒンジ部２４の回動軸Ｃ１を介して開閉方向に回動可能に支持されてい
る。回動軸Ｃ１は、撮像装置１００（不図示の撮像素子）の垂直方向と略平行な軸であり
、撮像光軸に直交している。
【００２０】
　さらに、表示部３０は、撮像装置１００に対して、図１（ｃ）に示す開状態でヒンジ部
２４の回転軸Ｃ２を介して回転可能に支持されている。回転軸Ｃ２は、撮像装置１００（
不図示の撮像素子）の水平方向と略平行な軸を中心として回動する軸である。すなわち、
撮像装置１００の垂直方向と直交する軸であり、表示部３０は回転軸Ｃ２を中心として撮
像装置１００に対して上下方向に回動する。
【００２１】
　次に、図２を参照して、撮像装置１００に対する表示部３０の可動範囲について説明す
る。図２は、本発明の実施形態に係る表示部の可動範囲の例を説明する図である。
【００２２】
　図２（ａ）は、撮像装置１００を底面側からみた図である。図２（ａ）に示すように、
表示部３０は、回動軸Ｃ１を中心に回動角度０°（閉じ位置）から約１８０°まで開き方
向に回動させることが可能である。この時の開閉角度をθと定義する。なお、図２（ａ）
では、説明の便宜上、撮像装置１００に対して表示部３０が閉じた状態と開いた状態の両
方を示している。
【００２３】
　図２（ｂ）は、撮像装置１００に対して表示部３０が回動軸Ｃ１を中心に回動角度１８
０°開いた状態で、表示部３０を回転軸Ｃ２を中心に回動角度－９０°回転させた状態を
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示す側面図である。図２（ｂ）に示すように、表示部３０は、回転軸Ｃ２を中心に回動角
度約－９０°（手前方向に９０°）から約＋２２５°まで回転させることが可能である。
この時の回転角度をφと定義する。
【００２４】
　次に、図３、図４を参照して、表示部３０を動作させた際の各状態における表示パネル
３１（表示面）の表示状態について説明する。図３は、本発明の実施形態に係る表示部の
回動状態の例を示す斜視図である。図４は、本発明の実施形態に係る表示部の表示状態の
例を示す図である。
【００２５】
　図３（ａ）の状態において表示部３０はＬＣＤパネル３１（表示面）が図１（ｃ）の収
納面２６と対向する形で収納されている（開閉角度θ：０°、回転角度φ：０°）。この
状態は、表示パネル３１（表示面）の表示状態が撮影者に見えない状態であり、このとき
後述するシステム制御部５０によって、表示パネル３１は非表示状態（表示オフ）となる
よう制御される。
【００２６】
　図３（ｂ）の状態において表示部３０は表示パネル３１が撮影者に見える形で収納面２
６に収納されている（開閉角度θ：０°、回転角度φ：１８０°）。この状態は、回動し
ない表示部３０を有する撮像装置と同様の表示状態であり、以後この状態での表示パネル
３１（表示面）の表示状態を「通常表示」と呼ぶ。このとき、システム制御部５０によっ
て、表示パネル３１（表示面）は図４に例示する「通常表示」の表示状態となるよう制御
される。
【００２７】
　図３（ｃ）の状態において表示部３０は、回転軸Ｃ１を中心に開ききった状態であり、
表示パネル３１（表示面）が撮影者と対向する状態である。（開閉角度θ：１８０°、回
転角度φ：０°）。
【００２８】
　この状態での表示パネル３１（表示面）の表示は、システム制御部５０により、通常表
示を画面内で１８０度回転した表示（上下反転＋左右反転した表示）となるよう制御され
る。以後この状態での表示パネル３１（表示面）の表示状態を「１８０度回転表示」と呼
ぶ。図４に、１８０度回転表示された表示パネル３１（表示面）を「１８０度回転表示」
として例示する。
【００２９】
　図３（ｃ）の状態から回転軸Ｃ２を中心に表示部３０を表示パネル３１（表示面）が上
向きや下向きになるように回転させる事でハイアングル、ローアングルと呼ばれる様々な
姿勢での撮影を行う事が可能である。
【００３０】
　図３（ｄ）の状態において表示部３０は、回転軸Ｃ１を中心に開ききった状態であり、
また回転軸Ｃ２を中心に表示パネル３１（表示面）が被写体側まで回転した状態である。
（開閉角度θ：１８０°、回転角度φ：１８０°）。この状態での表示パネル３１（表示
面）の表示は、システム制御部５０により制御されて、通常表示を左右に反転した表示（
いわゆる鏡像表示）となり、撮影者が自分撮りをするのに適した表示となる。以後この状
態での表示パネル３１（表示面）の表示状態を自分撮り表示（鏡像表示）と呼ぶ。図４に
、自分撮り表示された表示パネル３１を「自分撮り表示」として例示する。
【００３１】
　以上のように、表示部３０の動作に応じて表示パネル３１（表示面）の表示状態を切り
替える事によって、表示パネル３１を確認しながら自由度の高い撮影を行う事が可能とな
る。
【００３２】
　ここで、図５～図９を用いて、本発明の実施形態について説明する。図５は、本発明の
実施形態に係る撮像装置の構成例を示すブロック図である。
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【００３３】
　システム制御部５０は、撮像装置１００全体を制御し、画像表示や動作などの制御を行
う。図示しないＣＰＵ（コンピュータ）、メモリ（ＲＯＭ５４）、メモリ（ＲＡＭ５５）
を有し、ＣＰＵはＲＯＭ５４からロードしたコンピュータプログラムに従い、撮像装置１
００の各機能ブロックの制御およびそのために必要な演算を行う。メモリ（ＲＯＭ５４）
には、ＣＰＵで実行される制御用コンピュータプログラムや、コンピュータプログラムの
実行に必要な各種の定数値が格納される。メモリ（ＲＡＭ５５）は、コンピュータプログ
ラムの実行に必要な各種一時データを記憶するための領域である。
【００３４】
　回転角検知センサ５１は、回転軸Ｃ２を中心とした回転角度φを検知するセンサである
。また、開閉角検知センサ５２は、回転軸Ｃ１を中心とした開閉角度θを検知するセンサ
である。回転角検知センサ５１及び開閉角検知センサ５２は、本発明の検知手段の一例に
相当する。
【００３５】
　これらの検知センサには例えば光を検知に利用するＰＩ（Ｐｈｏｔｏ　ｉｎｔｅｒｒｕ
ｐｔｅｒ）等を用いても良いし、磁力を検知に利用するホール素子等を用いても良い。ま
た、単独のセンサを用いても良いし複数のセンサを組み合わせて使用しても良い。
【００３６】
　本実施形態では一例としてリニアホールＩＣをそれぞれに用いる。リニアホールＩＣは
、印加される磁力の強さに応じて出力する電圧を変化するＩＣであり、表示部３０の回転
角度に応じて印加される磁力が変化するように配置する事で角度を算出する事が可能であ
る。
【００３７】
　操作部５３は、撮像装置１００のレリーズボタン７０やメイン電子ダイアル７１などを
含み、ユーザからの操作を受け付ける。
【００３８】
　次に、図６および図７を用いて、どのように図４に示した４種類の表示パネル３１（表
示面）の表示状態および表示方向を切り替えるかに関して詳細に説明する。
【００３９】
　図６に示すように表示パネル３１の表示状態および表示方向は回転角φと開閉角θの組
み合わせ条件に基づいて切り替える。具体的に本実施形態では回転角φに１つの角度閾値
φａ、開閉角θには２つの角度閾値θａ、θｂを条件として設ける事で表示制御を行う。
【００４０】
　θａは、例えば図３ｃの状態から表示部３０を回転軸Ｃ１を中心に閉じていき、図３ａ
の状態に遷移していった際に表示パネル３１（表示面）が非表示に切り替わる際の開閉角
である。
【００４１】
　θｂは、例えば図３ｂの状態から表示部３０を回転軸Ｃ１を中心に開いていき、図３ｄ
の状態に遷移していった際に表示パネル３１（表示面）が自分撮り表示（鏡像表示）に切
り替わる際の開閉角である。
【００４２】
　φａは、例えば図３ｃの状態から表示部３０を回転軸Ｃ２を中心に被写体側に回転して
、図３ｄの状態に遷移していった際に表示パネル３１（表示面）が自分撮り表示（鏡像表
示）に切り替わる際の回転角である。
【００４３】
　以下、図７を参照して表示切り替えの具体的なフローについて説明する。図７は、本発
明の実施形態に係る表示切替の処理を示すフローチャートである。図７のフローチャート
は、システム制御部５０によって、各処理ブロックを制御し実行される処理手順を図示し
たものである。システム制御部５０が有するメモリ（ＲＯＭ５４）に格納されているコン
ピュータプログラムをメモリ（ＲＡＭ５５）に展開し、ＣＰＵが実行することにより実現
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される。
【００４４】
　まず、ステップＳ０１では、回転軸Ｃ２を中心とした回転角φと閾値φａとを比較し、
回転角φが閾値φａ以下か否かを判定する。すなわち、表示パネル３１（表示面）の向き
が、図２（ａ）のように表示部３０が撮像装置１００に対して開いた状態における正面側
（被写体側）に向いているのか、背面側に向いているのかを判定する。例えばφａを１６
０°として、回転角φが１６０°より大きいときは、図２（ａ）のように表示部３０が撮
像装置１００に対して開いた状態において、図３（ｄ）のように表示パネル３１が被写体
側を向いていると判定する。
【００４５】
　すなわち、回転角φがφａ以下の場合は、例えば、図３（ａ）又は図３（ｃ）のような
状態であり、回転角φがφａより大きい場合は、例えば、図３（ｂ）又は図３（ｄ）のよ
うな状態である。回転角φがφａ以下の場合はステップＳ０２へ進み、回転角φがφａよ
り大きい場合はステップＳ０５へ進む。
【００４６】
　次にステップＳ０２で、回転軸Ｃ１を中心とした開閉角θと閾値θａを比較し、開閉角
θが閾値θａ以下か否かを判定する。すなわち、ステップＳ０１の判定結果がＹｅｓの場
合に、表示部３０がどの程度開いた状態かを判定する。すなわち、例えば、図３（ａ）又
は図３（ｃ）のどちらに近い状態なのかを判定する。開閉角θが閾値θａ以下のときは、
ステップＳ０３へ進む。
【００４７】
　ステップＳ０３に進んだ場合は、例えば、図３（ａ）のような状態である。すなわち、
表示部３０が閉じられた状態で、表示パネル３１が内側を向いている、表示面が撮影者か
ら見えない、又は、表示面を見ることを想定していない状況だと考えられる。この場合は
、表示パネル３１（表示面）を表示しておく必要がないため、表示状態は「非表示」とす
る。
【００４８】
　ここでステップＳ０２に戻り、開閉角θが閾値θａより大きいとき、すなわち、表示部
３０が所定角度より開いた状態であるときは、ステップＳ０４へ進む。このとき、表示パ
ネル３１が背面側を向いている、かつ、所定以上開いている状態、例えば、図３（ｃ）の
ような状態である。従って、背面側から被写体側を撮影しようとしている状態だと考えら
れる。この場合は、図３（ｂ）の「通常表示」される状態に対して、表示パネル３１の上
下が反転されている状態であるため、画像を上下反転および左右反転した状態「１８０度
回転表示」にして表示する。
【００４９】
　ここでステップＳ０１へ戻り、回転角φが閾値φａより大きい場合、すなわち、表示パ
ネル３１の向きが、図２（ａ）のように表示部３０が撮像装置１００に対して開いた状態
における正面側（被写体側）を向いている場合のフローを説明する。
【００５０】
　この場合、ステップＳ０５へ進み、回転軸Ｃ１を中心とした開閉角θと閾値θｂを比較
し、開閉角θが閾値θｂ以下か否かを判定する。すなわち、ステップＳ０１の判定結果に
より、表示パネル３１が正面側（被写体側）を向いているとされた場合に、表示部３０が
どの程度開いた状態かを判定する。開閉角θが閾値θｂ以下のときは、ステップＳ０６へ
進む。
【００５１】
　ステップＳ０６に進んだ場合は、表示部３０が閉じた状態で表示パネル３１（表示面）
が外側をむいている状態であり、例えば、図３（ｂ）のような状態であり、この場合、表
示パネル３１へ表示する画像等の表示方向は「通常表示」にする。
【００５２】
　ステップＳ０５において、開閉角θが閾値θｂより大きい場合は、ステップＳ０７へ進
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む。この場合は、表示パネル３１が正面側（被写体側）に向いた状態で、表示部３０が開
いた状態、例えば、図３（ｄ）のような状態である。この場合、表示パネル３１（表示面
）へ表示する表示方向は「自分撮り表示」（通常表示を左右反転した鏡像表示）をするよ
うに制御される。
【００５３】
　閾値となる角度の設定において、自分撮り表示に切り替わるφａ及びθｂの設定を図３
（ｄ）の典型的な自分撮り状態だけを保証する狭い角度に絞ると、図３（ｄ）の自分撮り
の状態から表示部３０を少し動かしただけで切り替ることになる。その場合、自分撮り撮
影の構図の自由度は低くなる。逆に、図３（ｃ）のような通常撮影状態の自由度は高くな
る。逆に、自分撮り撮影の自由度が高くなるように自分撮り表示に切り替わるφａ及びθ
ｂの設定を図３（ｄ）の状態から広い角度に設定すると、通常撮影における自由度が損な
われてしまう。上記のように、閾値の設定によっては、不要に表示状態又は表示方向が切
り替わってしまったり、必要な場合に切り替わらなかったり、となる可能性が考えられる
。
【００５４】
　そこで本実施形態では、レンズの撮影画角情報によって表示パネル３１が自分撮り表示
に切り替わる角度閾値φａ及びθｂを変更することで、適切な表示制御を行う。この時、
装着されたレンズユニット１２がズームレンズであり撮影画角（焦点距離）を変更可能で
あれば、そのズーム状態に応じて角度閾値φａ及びθｂも再設定する。例えば、予め撮影
画角（又は焦点距離）の閾値を決めておき、ズーム状態により撮影画角が閾値を超える場
合に再設定するように制御する。また、例えばズームレンズを動かすことにより、撮影画
角の変化量が所定以上になったときに、再設定するようにしてもよい。
【００５５】
　ここで、本実施例の撮像装置１００では交換式のレンズユニット１２が着脱可能であり
、レンズユニット１２としては例えば広角レンズ、望遠レンズ、ズームレンズ等の交換レ
ンズが着脱可能になっている。図８に交換式のレンズユニット１２の一例を示す。一部の
特殊な交換レンズを除けば、カメラの撮影画角λはレンズユニット１２の焦点距離とセン
サーサイズから以下の式（１）により計算する事が出来る。
　λ＝２×ａｔａｎ（センサーサイズ／（２×焦点距離））　　　　・・・式（１）
【００５６】
　システム制御部５０は、通信端子１１を介したレンズ通信により装着されたレンズユニ
ット１２の焦点距離の情報を含む、レンズ情報を取得し、撮影画角を算出する事が可能で
ある。
【００５７】
　撮影画角が狭い場合、すなわち、焦点距離が長い場合は、近距離で撮影を行う自分撮り
撮影は困難である。カメラに角度をつけた自由度の高い構図での自分撮り撮影となると更
に困難であるため、実施される可能性は非常に低くなる。
【００５８】
　図９は、３５ｍｍ判換算のレンズ焦点距離に対する回転角度閾値φａの設定値の一例で
ある。一般的に自分撮りを行う場合、一度は被写体側（回転角度φ＝１８０度）付近まで
表示部３０を回転させる事が多い。そこで、ここでは自分撮り表示（鏡像表示）に切り替
わる角度は一律に設定し、自分撮り表示でなくなる角度を画角に応じて変更する設定とす
る。
【００５９】
　また、例えば、３５ｍｍ判換算で最短焦点距離５０ｍｍのレンズでは腕を大きく伸ばし
て撮影を行っても肩幅すら納まらないような撮影画角となる可能性が高い。そのため、例
えば、３５ｍｍ判換算で最短焦点距離５０ｍｍのレンズの場合は、被写体側（回転角度φ
＝１８０度）付近まで表示部３０を回転させた状態のみを自分撮り表示の領域とする。
【００６０】
　更に、例えば、３５ｍｍ判換算で最短焦点距離１００ｍｍのレンズはかなり画角が狭い
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ので自分撮りに適さない可能性が高い。そのため、例えば、３５ｍｍ判換算で最短焦点距
離１００ｍｍのレンズの場合は、自分撮り表示（鏡像表示）にはならない設定とする。
【００６１】
　また、焦点距離の長いレンズは最短撮影距離も長くなる傾向があるが、焦点距離以外に
最短撮影距離の情報から自分撮り表示（鏡像表示）にならない設定としても良い。例えば
、最短撮影距離０．９ｍ以上のレンズでは自分撮り表示鏡像表示）にならない設定とする
。
【００６２】
　あるいは、レンズがズームレンズの場合にズーム位置によっては自分撮りモードに変更
することを許容し、現在のズーム位置が所定の焦点距離（例えば３５ｍｍ換算で１００ｍ
ｍ）より長い場合には自分撮りモードにならないように設定してもよい。なお、自分撮り
モードになっている場合に、レンズの焦点距離を所定の焦点距離（例えば３５ｍｍ換算で
１００ｍｍ）より長くした場合には警告を出すようにしてもよい。また、所定の焦点距離
（例えば３５ｍｍ換算で５０ｍｍ）よりも短い場合には焦点距離が短くなるにつれて自分
撮りモードに切り替えるための表示装置の回転角度の閾値を大きくしている。
【００６３】
　あるいは、焦点距離が短い状態から長い状態に変化するのに従って自分撮りモードに切
り替えにくくなるように設定する。例えば自分撮りモードに切り替えるための表示手段の
回転角度の閾値を図９のように徐々に狭めていくようにしている。
【００６４】
　図９では、焦点距離から撮影画角が算出可能なレンズを例に便宜上焦点距離と角度閾値
をグラフ化したが、角度閾値を決定するのはあくまで撮影画角であるため、魚眼レンズの
ような特殊レンズでは式（１）とは別にその撮影画角に応じた制御を行う。
【００６５】
　また、水平方向と垂直方向の画角は異なるため、縦位置撮影と横位置撮影を不図示の姿
勢検知センサによって識別し、角度閾値を変更しても良い。この時、姿勢検知センサは、
加速度センサ、ジャイロセンサなど、姿勢変化を検出できるデバイスであれば、種類は問
わない。
【００６６】
　ここまで図９を用いて回転角度閾値φａの設定に関して説明を行ったが、開閉角度閾値
θｂの設定も基本的には同様に行う事が可能である。もし撮像装置１００の様態によって
、回転軸Ｃ１中心の回転と回転軸Ｃ２中心の回転に異なる特徴がある場合は、その点を加
味してそれぞれに角度閾値を設定としてもよい。
【００６７】
　また、表示の切り替えだけでなく、「自分撮り表示」になったときには、自分撮りに適
した撮影モードや画像処理に変更する構成としてもよい。公知の技術を使うため詳細な説
明は省略するが、例えば、顔部分の解像度を落として少しぼかしたり、色むらを減らすよ
うに変換する等、撮影パラメータや設定、表示等を自分撮りに適した設定に変更する。ま
た、例えば、範囲を絞ったＡＦ制御や顔領域に適した露出制御、撮影ボタンの押下による
画像振れを防ぐために撮影指示から実際の撮影を遅延させるような制御、などを実行する
。
【００６８】
　以上のように撮影画角に応じて角度閾値φａ及びθｂを変更することによって自分撮り
を行う可能性の高い状況に絞って自分撮り撮影の構図の自由度を高める事が可能であり、
自分撮り以外の撮影の自由度も損なう事がなくなる。
【００６９】
　以上、表示パネル３１の表示の切り替えフローについて説明したが、前述したφａ、θ
ａ、θｂなどの閾値となる角度は、リニアホールＩＣから出力される電圧の閾値を変更す
る事で任意に設定可能である。また、表示パネル３１の表示状態が自分撮り撮影モードに
切り替わる角度と、元の表示状態に戻る角度をそれぞれに別の閾値に設定可能である。例
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えば、一旦表示の切り替えが行われたら、表示の変更前の元の表示状態に切り替わりにく
くすることで、頻繁に表示の切り替えが発生しないようにすることが可能である。
【００７０】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。本発明は、本発明の技
術思想の範囲内において、上記実施形態に限定されるものではなく、対象となる回路形態
により適時変更されて適応するべきものである。例えば、上述した実施形態で、撮像装置
として説明したカメラは、デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラに適用すること
ができる。
【００７１】
　また、本発明は、例えばシステム、装置、方法、コンピュータプログラムもしくは記録
媒体などとしての実施形態も可能であり、具体的には、１つの装置で実現しても、複数の
装置からなるシステムに適用してもよい。本実施形態に係る撮像装置を構成する各手段お
よび撮像装置の制御方法の各ステップは、コンピュータのメモリなどに記憶されたプログ
ラムが動作することによっても実現できる。このコンピュータプログラムおよびこのプロ
グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体は本発明に含まれる。
【００７２】
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００７３】
　１１　通信端子
　１２　レンズユニット
　２４　ヒンジ部
　３０　表示部
　３１　表示パネル
　５０　システム制御部
　５１　回転角検知センサ
　５２　開閉角検知センサ
　５３　操作部
　５４　ＲＯＭ
　５５　ＲＡＭ
　１００　撮像装置
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